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上記事項につきましては、法令および定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して

交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。 



業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要 

① 業務の適正を確保するための体制 

    当社は、「地域の発展と、快適・安全・安心な暮らしに貢献します」という存在意義

のもと、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活

動を遂行するため、会社法および会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するた

めの体制」を以下の通り定める。 
 
１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

    (1) 取締役会を原則として毎月１回開催することに加え必要があるときは随時開催

し、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督す

る。 

(2) 法令等の遵守と企業倫理の徹底は経営の原点であるとの認識のもと、行動規範お

よびコンプライアンスガイドラインを制定するとともに、コンプライアンスに関す

る専門委員会、社内外相談窓口を設置し、取締役自らがコンプライアンスを積極的

に推進する。 
 

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

      取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間など管理方法を定めた社内規

程を制定し、適切に保存・管理する。 
 
３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

    (1) 事業運営に関するリスクについて、毎年度の経営計画に反映し、経営のマネジメ

ントサイクルのなかでリスクの統制を行う。 

    (2) 各取締役は、自らの分掌範囲のリスク管理について責任を持つとともに、全社

横断的なリスクに対しては、必要に応じて、専門委員会を設置し、総合的な対応

を図る。 

    (3) 自然災害などによる非常事態に関するリスクに備え、個別に規程を整備し、管理

体制を定める。 
 
４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

    (1) 経営計画において毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、これを軸とした計画・

実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。 

    (2) 各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、

効率的な業務執行を行う。 
 
５ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

    (1) 行動規範、コンプライアンスガイドラインなどの整備に加え、研修システムなど

を活用したコンプライアンス教育を実施し、従業員の法令・企業倫理の遵守を徹底

する。 

    (2) 業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程類を整備し運用する。 

    (3) 適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、執行部門から独立

した内部監査部門による監査を実施する。 
 

６ 反社会的勢力の排除に向けた体制 

      市民社会に脅威を与える反社会的勢力への対応を統括する組織を設置し、これら

の勢力とは、断固として対決する。 

  



 
７ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

    (1) グループ経営方針を定め、グループ各社の計画立案から執行までを総括的に管理・

評価することにより、グループ全体でマネジメントサイクルを展開する。 

    (2) グループ経営管理上必要な事項について、グループ各社に事前協議・報告を求め

る社内規程を整備・運用するとともに、グループ各社のトップとの意見交換会を定

期的に開催するなど、緊密な情報連係を図る。 

    (3) グループ各社の事業活動に関するリスクを把握・評価のうえ、経営計画へ適切

に反映し、リスクの統制を行う。 

    (4) グループ各社に対しては、取締役および使用人の職務執行の適正を確保するた

め、コンプライアンス等に関する方針を提示し、当社に準ずる体制の整備を求める。

また、コンプライアンスに係る社内外相談窓口において、グループ会社に係る事項

の相談を受付け、適切な運用を図る。 

    (5) グループ経営推進を図り、適正な業務遂行を確認するため、当社の取締役など

をグループ各社の取締役、監査役に充てるとともに、適宜、当社内部監査部門によ

る監査を実施する。 
 
８ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

      監査等委員会の職務を補助するための専任組織を設置し、必要な監査等委員会補

助スタッフを配置する。 
 
９ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除

く。）からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員会からの指示の実効性の確保

に関する事項 

(1) 監査等委員会補助スタッフの職務執行について、取締役（監査等委員である取締

役を除く。）の指揮命令からの独立性および監査等委員会からの指示の実効性を確

保する。 

    (2) 監査等委員会補助スタッフの人事に関する事項については、監査等委員会の意見

を尊重する。 
 
10 監査等委員会への報告に関する体制 

    (1) 法令の定めによるもののほか、重要会議への監査等委員である取締役の出席、経

営層が情報共有する社内報告制度などにより、グループ経営に係る重要な情報を監

査等委員会に連係する。また、監査等委員会から求められた場合、適切に報告する。 

(2) 監査等委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その

他の不利益な取扱いは行わない。 
 
11 監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに

限る。）について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

      監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するも

のに限る。）のために必要な費用については、当社が負担する。 
 
12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

     代表取締役等と監査等委員会との定期的な意見交換などの実施や内部監査部門

と監査等委員会との緊密な連係などにより、監査等委員会監査の実効性を高める

ための環境整備を行う。 

 

 



② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

  

 業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づく、２０２５年度における

運用状況の概要は、次のとおりであります。 

 

１ コンプライアンス 

（1）取締役会規程に基づき、取締役会が原則月１回開催（２０２５年度は計１２回開

催）され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を

監督している。また、審議結果について議事録を作成し保管している。 

（2）取締役は、法令等の遵守と企業倫理の徹底のため、行動規範等を整備するととも

に、「コンプライアンス推進委員会」を設置してコンプライアンスを積極的に推進

している。また、集合教育や遠隔教育システム（ｅラーニング）を活用したコンプ

ライアンス教育を実施するとともに、公益通報を受け付ける「コンプライアンス相

談窓口」を設置するなど、使用人の法令遵守意識の徹底を図っている。 

（3）反社会的勢力に対しては、総務部等の統括部署を中心として、警察当局や顧問弁

護士などの専門機関と情報連携も図りながら対応することとしている。また、定期

的に従業員に対しトラブル対応研修を実施している。 

 

２ 経営管理 

(1) 毎年度の基本的な経営方針・計画を定めたグループ経営計画を常務会および取締

役会で審議のうえ決議し、これを軸とした計画・実施・統制評価のマネジメントを

実施している。 

(2) 組織規程、権限基準等の社内規程で各職位の責任・権限等を明確化するとともに、

必要な改正を適宜実施しており、これらに基づき適正かつ効率的な業務執行を行っ

ている。 

(3) グループ会社に対しては、グループ経営計画や四半期ごとの業務報告等を通じ

て、グループ各社の計画立案から執行までを総括的に管理・評価し、グループ全体

のマネジメントサイクルを展開している。 

３ リスク管理 

(1) 事業運営に関するリスクについては、各事業本部および各部が経営計画に織り込

むとともに、業務執行の中で担当取締役等の指導を得て対応するなど、業務の各段

階でリスクマネジメントを実施している。 

(2) 各取締役は、自らの分掌業務に対するリスク管理を行うとともに、法令違反や個

人情報漏洩のリスク、環境問題への対応等の全社横断的なリスクに対して、サステ

ナビリティ推進会議をはじめその下部専門委員会において総合的な対応を図って

いる。 

 



 

(3) 自然災害などによる非常事態に関するリスクに備え、関係法令の定めに基づき、

防災計画等を策定し、災害を想定した訓練等を実施している。 

４ 監査等委員会監査 

(1) 監査等委員会の職務を補助するための専任スタッフを配置している。また、組織

規程に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令からの独立性を確

保する旨を明記している。  

(2) 監査等委員である取締役は、取締役会、常務会、幹部会等の重要会議に出席する

とともに、各部門は重要情報を監査等委員会に連係している。また、内部監査部門

である考査室は、監査等委員会に考査計画・結果を連係している。 

(3) コンプライアンス相談窓口への相談案件について、監査等委員会に連係する体制

を整備している。また、「取締役のコンプライアンス違反に関する社内通報窓口」

を監査等委員会室に設置している。なお、組織規程に、監査等委員会に報告を行っ

たことを理由として、当該報告者に対し不利益な取扱いを行わない旨を明記してい

る。 

 

  



(単位　百万円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

１４５,５５１ ３,５９８ ２５４,８８０ △  ３,４１８ ４００,６１２

△  ９,２８９ △  ９,２８９

５０,８０９ ５０,８０９

△  ２,６１０ △  ２,６１０

△         ０ ８ ８

－ △         ０ ４１,５１９ △  ２,６０２ ３８,９１６

１４５,５５１ ３,５９８ ２９６,４００ △  ６,０２１ ４３９,５２９

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

２,７２３ ５,７３３ １４,７７５ １４,１７３ ３７,４０５ ２,８２５ ４４０,８４３

△  ９,２８９

５０,８０９

△  ２,６１０

８

５,８８９ ７９９ △       ６０ △  ９,０１４ △  ２,３８５ １５６ △  ２,２２８

５,８８９ ７９９ △       ６０ △  ９,０１４ △  ２,３８５ １５６ ３６,６８７

８,６１３ ６,５３２ １４,７１５ ５,１５８ ３５,０２０ ２,９８２ ４７７,５３１

２０２６ 年 ３ 月 ３１ 日　まで

株主資本

非支配株主持分 純資産合計

当連結会計年度期首残高

当連結会計年度変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度変動額合計

自己株式の取得

その他の包括利益累計額

自己株式の処分

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額）

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計

当連結会計年度末残高

２０２５ 年 ４ 月 　１ 日　から

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

自己株式の取得

自己株式の処分

当連結会計年度期首残高

当連結会計年度変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する当期純利益

当連結会計年度末残高



 

 

 

連 結 注 記 表 
 

 2025 年 4 月 1 日から 

 2026 年 3 月 31 日まで 

 

 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

  （１）連結の範囲に関する事項 
 
    連結子会社  12 社 

四国電力送配電㈱，㈱ＳＴＮｅｔ，㈱ケーブルメディア四国，ケーブルテレビ徳島㈱， 

四国計測工業㈱，坂出ＬＮＧ㈱，四電エンジニアリング㈱，四電ビジネス㈱， 

㈱四国総合研究所，四電エナジーサービス㈱， ㈱四電技術コンサルタント，  

SEP International Netherlands B.V. 
 
     非連結子会社 23 社  

   瀬戸風力発電(同)，四電Ｔ＆Ｄサービス㈱，四国航空㈱，あぐりぼん㈱， 

 テクノ・サクセス㈱，㈱よんでんライフケア，Aitosa㈱，㈱阿部鐵工所， 

伊方サービス㈱，㈱よんでんメディアワークス，㈱佐田岬マネジメント， 

㈱よんでんプラス，頴娃風力発電(同)，(同)四国まちづくり＆おもてなしプランニング， 

長谷池水上太陽光(同)，よんでん太陽光(同)，YB パワーサポート㈱， 

よんでんデマンドサイドストレージ(同)，羽間上池・中池水上太陽光(同)， 

松山みかんエナジー(同)，  

Blue Horizon Power International Ltd.，SEP International Hamriyah B.V.， 

SEP International America Corporation 
 
非連結子会社は，その総資産，売上高，当期純損益（持分に見合う額），利益剰余金（持

分に見合う額）等の規模からみて，これらを連結の範囲から除いても，連結計算書類に及ぼ

す影響に重要性がない。 
 

（２）持分法の適用に関する事項 
 
     持分法を適用している非連結子会社 2 社 

   Blue Horizon Power International Ltd.，SEP International Hamriyah B.V.  

 
     持分法を適用している関連会社 11 社 

      ㈱四電工，YN Energy Pty Ltd 他９社 

 

     持分法適用範囲の変更 

出資に伴い，PT Hero Global Investment Tbk 及び Luluah SKY Energy Holding Ltd を，
当連結会計年度より持分法の適用範囲に追加した。 

 

     持分法を適用していない関連会社 18 社 

新居浜ＬＮＧ㈱，土佐発電㈱，四変テック㈱，(同)ユーラスよんでん上勝神山風力， 

㈱大川原ウインドファーム，橘火力港湾サービス㈱，三崎ウィンド・パワー㈱， 

㈱高知電子計算センター，坂出バイオマスパワー(同)，平田バイオエナジー(同)， 

Sun Trinity(同)，北海道札幌蓄電(同)，備前雲の上(同)，夢前夢ふる里(同)  他４社 
 

持分法を適用していない非連結子会社 21 社及び関連会社 18 社は，それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり，かつ，全体

としてもその影響に重要性がない。 

 



 

 

 

（３）会計方針に関する事項 
 

①重要な資産の評価基準及び評価方法 

   a 有価証券 

長期投資のうちのその他有価証券 
       市場価格のない株式等以外のもの ･･････ 時価法 
                          （評価差額は全部純資産直入法により処理） 

       市場価格のない株式等 ････････････････ 移動平均法による原価法 
 

b 棚卸資産 

発電用燃料及び電力量計 ････ 総平均法による原価法 

未成工事支出金 ････････････ 個別法による原価法                

その他の棚卸資産 ･･････････ 移動平均法による原価法                          

なお，未成工事支出金を除き，貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの
方法により算定する。 

 

②重要な減価償却資産の減価償却の方法 
   有形固定資産及び無形固定資産 ･･･････････ 定額法 

 
③重要な引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率により，

貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき，回収不能見込額を計

上している。 

④重要な収益の計上基準 
当社企業集団の主たる事業である電気事業においては，主として電気の小売販売及び卸販

売を行っており，履行義務は顧客との契約に基づく電気の供給である。これらの履行義務に

ついては電気事業会計規則に従い，主として検針により決定した電力量（検針日基準）に基

づき収益を認識している。 

また，検針により電力量が決定した日から概ね 1 ヶ月以内に支払を受けており，対価の額

に重要な金融要素は含まれていない。 

 

⑤その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

a 当社企業集団の主たる事業は電気事業であるため，連結計算書類の用語及び様式につい

ては，｢電気事業会計規則」（昭和 40 年通商産業省令第 57 号）に準じて記載している。 

b 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債は，従業員の退職給付に備えるため，当連

結会計年度末における退職給付債務及び年金資産に基づいて計上している。なお，退職給

付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法

については，主として給付算定式基準によっている。 

過去勤務費用は，主として発生連結会計年度に費用処理している。 

数理計算上の差異は，主として発生連結会計年度の翌連結会計年度に一括費用処理し

ている。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する拠出金の計上方法 

実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は，「脱炭素社会の実現に向けた電

気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和５年法律第

44 号)第３条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

及び廃炉の推進に関する法律」(平成 17 年法律第 48 号)第 11 条２項に規定する廃炉拠

出金を電気事業営業費用として計上している。 

 

d 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定償却費の計上方法 

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され，エネルギー政策の変更等に

伴い廃止した原子炉においては，その残存簿価等（原子力特定資産簿価，原子力廃止関連

仮勘定簿価及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」（令和６年経済産業

省令第 21 号。以下「改正省令」という。）附則第２条の規定による廃止前の原子力発電施

設解体引当金に関する省令における原子力発電施設解体引当金の要引当額）について，同

制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて，廃炉円滑化負

担金として回収している。 

同制度の適用にあたり，当社は，改正省令による改正前の「電気事業法施行規則」（平成

７年通商産業省令第 77 号）第 45 条の 21 の 12 の規定に従い，経済産業大臣に廃炉円滑化

負担金承認申請書を提出し，経済産業大臣の承認を受けている。 

また，経済産業大臣から回収すべき廃炉円滑化負担金の通知を受けた四国電力送配電株

式会社において，「電気事業法施行規則」第 45 条の 21 の 11 の規定により，託送供給等約

款の変更を行い，廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っており，当社は，

払い渡された廃炉円滑化負担金について，「電気事業会計規則」の規定に従い，電気事業営

業収益として計上している。 

原子力廃止関連仮勘定については，「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」（平

成 29 年経済産業省令第 77 号）附則第８条の規定及び改正省令附則第９条の規定により，

払い渡しに応じた額を電気事業営業費用として計上している。 
 

e 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法 

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，「脱炭素社会の実現

に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和５

年法律第 44 号)第３条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等

の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成 17 年法律第 48 号)第５条第２項に規定する再

処理等拠出金を，原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営

業費用として計上している。 

また，再処理等拠出金には使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており，

当該拠出金については，使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。 

 

f グループ通算制度の適用 

当社は，グループ通算制度を適用している。 

なお，法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については，「グル

ープ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号

2021 年 8 月 12 日）に従っている。 

  



 

 

 

２．会計上の見積りに関する注記 

  （海外発電事業への投資） 

①当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額 

長期投資及び関係会社長期投資に含まれる海外発電事業への投資         99,642 百万円 

 

 ②見積りの内容について連結計算書類の利用者の理解に資するその他の情報 

当社は，海外発電事業への投資について，主に連結子会社である SEP International 

Netherlands B.V.を通じて行っており，このうち，非連結子会社及び関連会社の株式に対し

ては持分法を適用し，当該事業の業績を持分法による投資損益を通じて反映している。 

これらの投資のうち事業の収益性低下の兆候が確認されたものについて，事業計画等に基

づき，将来獲得が予定されるキャッシュ・フローの見通しにより算定した回収可能価額が投

資額を下回った場合には，その下回る額を損失として計上する。 

なお，環境・エネルギー関連の政策変更等の外部環境の変化や，進出先でのカントリーリ

スクの顕在化等により，将来獲得が予定されるキャッシュ・フローが著しく悪化する可能性

があり，その場合には，投資の評価等に影響を与える可能性がある。 

 

 

３．連結貸借対照表に関する注記 

（１）担保に供している資産及び担保に係る債務 
 

①当社の総財産は，以下の社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。 

     （担保付債務） 
      社債（1 年以内に償還すべき金額を含む）               396,997 百万円 
      ㈱日本政策投資銀行借入金（1 年以内に返済すべき金額を含む）       8,000 百万円 
 

    ②連結子会社の出資先の一部には，出資会社における借入金に対して担保が設定されている。 

     （担保資産） 

      長期投資                               6,567 百万円 

      関係会社長期投資                          17,674 百万円 

 

    ③連結子会社の取引先への代金支払に対して担保が設定されている。 

     （担保資産） 

      現金及び預金                               50 百万円 

 

（２）有形固定資産の減価償却累計額                       2,610,215 百万円 

  



 

 

 

（３）保証債務 

 ①借入金に係る保証債務 

日本原燃㈱ 
㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務 

  
37,768百万円 

ラス・アブ・フォンタス・パワー・カンパニー 

ウリバンクからの借入金に対する保証債務 

  

13,114百万円 

アクワ・パワー・サザガン・ソーラー１ フォーリン・エンタープライ
ズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 及び 
アクワ・パワー・サザガン・ソーラー２ フォーリン・エンタープライ
ズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 

三井住友信託銀行㈱からの借入金に対する保証債務 

  

 

 
 

8,202百万円 

ラス・ギルタス・パワー・カンパニー 

㈱国際協力銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

  

3,958百万円 

フーイエン・ティーティーピー・ジョイント・ストック・カンパニー 
アジア開発銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

  

3,202百万円 

(同)四国まちづくり＆おもてなしプランニング 
地域総合整備資金貸付制度活用に伴う百十四銀行への連帯保証債務 

  

2,800百万円 

備前雲の上（同） 
㈱SBI新生銀行からの借入金に対する連帯保証債務 

  

2,250百万円 

備前雲の上太陽光発電（同） 
㈱SBI新生銀行からの借入金に対する連帯保証債務 

  

1,908百万円 

ブンアン２サーマルパワー･リミテッド･ライアビリティ･カンパニー 
㈱国際協力銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

  

1,496百万円 

夢前夢ふる里太陽光発電（同） 
三井住友信託銀行㈱からの借入金に対する連帯保証債務 

  

1,456百万円 

ドゥルマ・エレクトリシティ・カンパニー 
㈱三菱UFJ銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

  

1,299百万円 

夢前夢ふる里（同） 
三井住友信託銀行㈱からの借入金に対する連帯保証債務 

  

1,200百万円 

シャルジャ・ハムリヤ・インディペンデント・パワー・カンパニー 
㈱国際協力銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

  

1,135百万円 

アル・サワディ・パワー・カンパニー 
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・ 
バンクほかからの借入金に対する保証債務 

  

 

943百万円 

アル・バティナ・パワー・カンパニー 
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・ 
バンクほかからの借入金に対する保証債務 

  

 

895百万円 

送配電システムズ（同） 
㈱三井住友銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務 

  

700百万円 

従業員 
従業員の持家財形制度による㈱百十四銀行ほかからの借入金に対す
る連帯保証債務 

  

2,867百万円 

計  85,200百万円 
 

 



 

 

 

②取引の履行に係る保証債務 

カタール国ファシリティＥガス火力発電・造水事業 
カタール電力・水会社との電力・水販売契約の履行に対する保証債務 

  
12,506百万円 

ベトナム国ブンアン２石炭火力発電事業 

㈱国際協力銀行ほかとの出資契約の履行に対する保証債務ほか 

  

3,057百万円 

ウズベキスタン国サマルカンド太陽光・蓄電事業 
ウズベキスタン国営電力卸売公社との電力販売契約の履行に対する
保証債務 

  

1,381百万円 

坂出バイオマス発電事業 

丸紅㈱との燃料売買契約の履行に対する保証債務 

  

972百万円 

アラブ首長国連邦（UAE）シャルジャ首長国ハムリヤ火力発電事業 
運転・保守会社による発電事業会社との運転・保守契約の履行に対す
る保証債務 

  

959百万円 

ウズベキスタン国クングラッド風力発電・蓄電事業 
ウズベキスタン国営送電公社との電力販売契約の履行に対する保証
債務 

  

690百万円 

計  19,568百万円 

 

  



 

 

 

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）発行済株式の総数に関する事項 

  当連結会計年度末の株式数                  207,528 千株 

 

（２）剰余金の配当に関する事項 

①配当金支払額 

a 2025 年 6 月 26 日の定時株主総会において，次のとおり決議している。 

普通株式の配当に関する事項 

(ｲ)配当金の総額                      4,150 百万円 

(ﾛ)１株当たりの配当額                      20 円 

(ﾊ)基準日                        2025年 3月31日 

(ﾆ)効力発生日                     2025年 6月27日 
（注）配当金の総額には，株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式に対する

配当金4百万円が含まれている。 

  

b 2025 年 10 月 30 日の取締役会において，次のとおり決議している。 

普通株式の配当に関する事項 

(ｲ)配当金の総額                      5,187 百万円 

(ﾛ)１株当たりの配当額                      25 円 

(ﾊ)基準日                        2025年 9月30日 

(ﾆ)効力発生日                     2025年11月28日 
（注）配当金の総額には，株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式に対する

配当金4百万円が含まれている。 

 
②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち，配当の効力発生日が当連結会計年度末後となる

もの 

2026 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において，次の議案を付議する。 

普通株式の配当に関する事項 
(ｲ)配当金の総額                     5,140 百万円 

(ﾛ)配当の原資                      利益剰余金 

(ﾊ)１株当たりの配当額                       25 円 

(ﾆ)基準日                       2026年 3月31日 

(ﾎ)効力発生日                     2026年 6月26日 
（注）配当金の総額には，株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式に対する

配当金4百万円が含まれている。 

  



 

 

 

５．金融商品に関する注記 

  （１）金融商品の状況に関する事項 
電気事業の設備投資等に必要な資金を社債及び借入金により調達しており，有利かつ長期安

定資金の調達を基本方針としている。また，短期的な運転資金を，主にコマーシャル・ペーパ

ーにより調達している。 
一時的な余裕資金は，安全性の高い金融資産にて運用している。 
有価証券は，電気事業の安定的・効率的な運営に資する目的で関係する企業の株式等を保有

しており，事業環境や出資先企業の変化に応じて適宜保有の見直しを行っている。 
売掛金は，大半が電気料金に係るものであり，個別管理している。 
デリバティブは，実需取引に基づいて発生する原債権・債務や今後の予定取引に係る金利変

動リスクや為替変動リスク，卸電力取引の価格変動リスク，燃料価格変動リスクを回避するた

めに利用している。また，デリバティブ取引先は信頼度の高い金融機関等に限定している。 
 
（２）金融商品の時価等に関する事項 

                                       （単位 百万円） 
 連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

有価証券 

    その他有価証券（＊1） 

 

14,161  

 

14,161  

 

－ 

資産計 14,161  14,161 － 

   社債（＊2） 

長期借入金（＊2） 

441,997  

485,300  

384,171  

451,797  

△57,826  

△33,502  

負債計 927,297  835,969  △91,328  

デリバティブ取引計（＊3） 3,147  3,147  － 

（＊1）その他有価証券は，連結貸借対照表上，長期投資に含まれている。 
（＊2）社債及び長期借入金には，1年以内に返済予定のものを含めて記載している。 

（＊3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。 

（＊4）「現金及び預金」，「受取手形及び売掛金」，「支払手形及び買掛金」については，現金

であること，及び短期間で決済され，時価は帳簿価額に近似することから，注記を

省略している。 

 

（注 1）市場価格のない株式等   

非上場株式等（連結貸借対照表計上額 30,700 百万円）は，「有価証券 その他有価証

券」には含めていない。 

 

（注 2）貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資 

非上場有価証券（連結貸借対照表計上額 10,631百万円）は，「時価の算定に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-16項に定める
取扱いに基づき，「有価証券 その他有価証券」には含めていない。 

  



 

 

 

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を，時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて，以

下の３つのレベルに分類している。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち，活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格

により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち，レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価  

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には，それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち，時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類している。 

 

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品 

（単位 百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

その他有価証券 9,136  30 4,994 14,161 

デリバティブ取引 － 3,211 －  3,211  

資産計 9,136 3,242 4,994 17,372 

デリバティブ取引 － 64 － 64 

負債計 － 64 － 64 

 

②時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品以外の金融商品 

（単位 百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

社債 － 384,171 － 384,171 

長期借入金 － 451,797 － 451,797 

負債計 － 835,969 － 835,969 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

有価証券 

上場株式の時価は，相場価格を用いて評価しており，活発な市場で取引されて

いることから，レベル１の時価に分類している。 

投資信託の時価は，市場における取引価格が存在しないことから，基準価額を

時価としており，レベル２の時価に分類している。 

社債の時価は，元利金の合計額を信用リスクを織り込んだ利率で割り引いた現

在価値により算定しており，当該利率の算定に用いたインプットが観察不能であ

ることから，レベル３の時価に分類している。 

 

 

 



 

 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引の時価は，取引先金融機関等から提示された価格等に基づき

算定しており，レベル２の時価に分類している。 

デリバティブ内包型の長期借入に係る組込デリバティブは，金利の変動を固定

化するものであり，その時価は，当該長期借入金の時価に含めて記載している。 

 

社債 

当社の発行する社債の時価は，相場価格を用いて評価しており，レベル２の時

価に分類している。 

 

長期借入金 

長期借入金の時価は，元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプ

レッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しており，レベル２の

時価に分類している。 
 

 

６．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額                      2,321 円 97 銭 

１株当たり当期純利益                      247 円 27 銭 
（注1） １株当たり純資産額の算定上，株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式につ

いては，期末発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，当連結
会計年度末における当該自己株式数は196千株である。 

（注2） １株当たり当期純利益の算定上，株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式に
ついては，期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，当連結会
計年度における当該期中平均自己株式数は198千株である。 

 
 

 ７．収益認識に関する注記 

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報                       

  （単位 百万円） 

 電気事業 
情報通信 
事業 

エネルギー 
事業 

建設・エンジ
ニアリング 

事業 

その他の 
事業 

合計 発電・販売
事業 

送配電 
事業 

顧客との契約から

生じる収益 

       

小売販売収入 473,585 24 － － － － 473,609 

卸販売収入  91,691  41,021 － － － － 132,713 

その他収入 1,562 36,761 38,451 21,375 24,103 9,323 131,578 

計 566,839 77,807 38,451 21,375 24,103 9,323 737,900 

その他の源泉から

生じる収益 
17,818 △214 1,985 1,750 112 2,509 23,961 

（注 1）金額は外部顧客への売上高を表示している。 

（注 2）その他の事業は，製造事業，商事業，不動産事業及び研究開発事業である。 

（注 3）その他の源泉から生じる収益には，国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により受

領する補助金を，発電・販売事業に 17,625 百万円，送配電事業に 0 百万円，エネルギー

事業に 116 百万円含んでいる。 

 



 

 

 

（２）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

①契約資産及び契約負債の残高等  

                                              （単位 百万円） 

 期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権 95,313  78,842  

契約資産 3,182 3,759  

契約負債 2,313 2,867  

（注 1）顧客との契約から生じた債権には，再生可能エネルギー固定価格買取制度による再

エネ特措法賦課金に係る債権を含んでいる。 

（注 2）契約資産は，主として電気事業以外の事業において計上されたものである。 

 

 

②残存履行義務に配分した取引価格 

電気事業における小売販売及び卸販売に係る残存履行義務に配分した取引価格は以下

のとおりであり，各契約に定める実需給年度に収益として認識する見込みである。 

（単位 百万円） 

 当連結会計年度 

１年以内     22,596  

１年超３年以内 68,277 

３年超 55,417 

合計 146,290 

 なお，「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日）80-22

項（1）及び（2）に定める実務上の便法を適用し，当初に予想される契約期間が１年以内

の契約及び当初に予想される契約期間が１年を超える契約のうち，検針により決定した電

力量（検針日基準）に基づき収益を認識する契約を含めていない。 

 (注) 当連結会計年度末において，収益として認識されると見込んでいる取引価格の総額に

は，長期脱炭素電源オークションにより得ることができる収入は含めていない。長期脱炭

素オークションからの収入は，約定した容量確保契約金額から同期間で卸市場・非化石市

場等から得た収益のうち約９割を還付額として差し引いた額になるが，還付額は将来の市

場価格により変動することから，見積りは困難なため，注記の対象には含めていない。 

  



 

 

 

８．その他の注記 

（取締役等を対象とした株式報酬制度） 

当社は，社外取締役でない取締役（監査等委員である取締役を除く。以下，同じ。）及び役付執

行役員（取締役を兼務する者を除く。以下，取締役と役付執行役員とをあわせて，「取締役等」と

いう。）に対する株式報酬制度（以下，「本制度」という。）を導入している。 

（１）制度の概要 

本制度は，当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下，本制度に基づき設定

される信託を「本信託」という。）を通じて取得され，取締役等に対し，当社が定める役員株

式給付規程に従って，当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下，「当社

株式等」という。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度である。なお，取締役等が当社

株式等の給付を受ける時期は，原則として取締役等の退任時となる。 

 

（２）信託口に残存する自社の株式 

信託口に残存する当社株式を，信託口における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により，

純資産の部に自己株式として計上している。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿

価額は 175 百万円，株式数は 196 千株である。 

 



(単位　百万円)

繰越利益
剰余金

当事業年度期首残高 １４５,５５１ 　３,５９８  　　　　０ 　３,５９８ ３２,８１９ １１２,９０２ １４５,７２２ △　　 ２０７ ２９４,６６４

当事業年度変動額

剰余金の配当 △　９,３３７ △　９,３３７ △　９,３３７

当期純利益 ３５,７１０ ３５,７１０ ３５,７１０

自己株式の取得 △　３,２３４ △　３,２３４

自己株式の処分 △ 　　　　０ △ 　　　　０  　　　　  　　　　 　　 　　８ 　　 　　８

株主資本以外の項目の
当該事業年度変動額（純額）

当事業年度変動額合計 － － △ 　　　　０ △ 　　　　０ － ２６,３７２ ２６,３７２ △　３,２２６ ２３,１４５

当事業年度末残高 １４５,５５１ 　３,５９８  　　　　０ 　３,５９８ ３２,８１９ １３９,２７５ １７２,０９４ △　３,４３４ ３１７,８１０

当事業年度期首残高 　　 ５３９ 　　 ３９７ 　　 ９３６ ２９５,６０１

当事業年度変動額

剰余金の配当 △　９,３３７

当期純利益 ３５,７１０

自己株式の取得 △　３,２３４

自己株式の処分 　　 　　８

株主資本以外の項目の
当該事業年度変動額（純額）

　１,３０８ 　１,８３８ 　３,１４６ 　３,１４６

当事業年度変動額合計 　１,３０８ 　１,８３８ 　３,１４６ ２６,２９２

当事業年度末残高 　１,８４７ 　２,２３５ 　４,０８３ ３２１,８９３

２０２５ 年 ４ 月 　１ 日　から

評価・換算差額等

純資産合計
評価・換算
差額等合計

その他有価証
券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

資本準備金

利益剰余金資本剰余金

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

利益剰余金
合計

株 　　 　 主　　　   資　　　   本

資本金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金

２０２６ 年 ３ 月 ３１ 日　まで

自己株式
株主資本

合計



 

 

個 別 注 記 表 
 

 2025 年 4 月 1 日から 

 2026 年 3 月 31 日まで 

 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 
（１）資産の評価基準及び評価方法 

①長期投資のうちの有価証券 

その他有価証券 

      市場価格のない株式等以外のもの  ･････ 時価法 

                          （評価差額は全部純資産直入法により処理） 

      市場価格のない株式等 ･････････････････ 移動平均法による原価法 

   ②関係会社長期投資のうちの有価証券 ･･･  移動平均法による原価法 

③貯蔵品 

発電用燃料  ･･････････････････ 総平均法による原価法 

                （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく 

      簿価切下げの方法により算定） 

その他の貯蔵品 ･･･････････････ 移動平均法による原価法 

                               （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく 

                  簿価切下げの方法により算定） 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

      有形固定資産及び無形固定資産 ･････････ 定額法 

 

 

  （３）引当金の計上基準 

    ①貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率により，貸

倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性に基づき，回収不能見込額を計上して

いる。 

 

②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため，当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づいて計上している。なお，退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当事業

年度までの期間に帰属させる方法については，給付算定式基準によっている。 

過去勤務費用は，発生事業年度に費用処理している。 

数理計算上の差異は，発生事業年度の翌事業年度に一括費用処理している。 

 

 

（４）収益の計上基準 

当社の主たる事業である電気の発電・販売事業においては，主として電気の小売販売及び

卸販売を行っており，履行義務は顧客との契約に基づく電気の供給である。これらの履行義

務については，電気事業会計規則に従い，主として検針により決定した電力量（検針日基準）

に基づき収益を認識している。 

なお，検針により電力量が決定した日から概ね１ヶ月以内に支払を受けており，対価の額

に重要な金融要素は含まれていない。 



 

 

（５）その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項 

①電気事業会計規則の改正 

貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及び個別注記表は，電気事業会計規則が改

正されたため，改正後の電気事業会計規則により作成している。 

 

②実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する拠出金の計上方法 

実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は，「脱炭素社会の実現に向けた電気供給

体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和５年法律第 44 号)第３条

の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に

関する法律」(平成 17 年法律第 48 号)第 11 条２項に規定する廃炉拠出金を廃炉拠出金費とし

て計上している。 

 

③廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定償却費の計上方法 

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され，エネルギー政策の変更等に伴

い廃止した原子炉においては，その残存簿価等（原子力特定資産簿価，原子力廃止関連仮勘定

簿価及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」（令和６年経済産業省令第21号。

以下「改正省令」という。）附則第２条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関

する省令における原子力発電施設解体引当金の要引当額）について，同制度の適用を受けるこ

とで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて，廃炉円滑化負担金として回収している。 

同制度の適用にあたり，当社は，改正省令による改正前の「電気事業法施行規則」（平成７

年通商産業省令第 77 号）第 45 条の 21 の 12 の規定に従い，経済産業大臣に廃炉円滑化負担

金承認申請書を提出し，経済産業大臣の承認を受けている。 

また，経済産業大臣から回収すべき廃炉円滑化負担金の通知を受けた四国電力送配電株式

会社において，「電気事業法施行規則」第 45 条の 21 の 11 の規定により，託送供給等約款の

変更を行い，廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っており，当社は，払い渡さ

れた廃炉円滑化負担金について，「電気事業会計規則」の規定に従い，廃炉円滑化負担金相当

収益として計上している。 

原子力廃止関連仮勘定については，「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」（平成

29 年経済産業省令第 77 号）附則第８条の規定及び改正省令附則第９条の規定により，払い渡

しに応じた額を原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。 

 

④使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法 

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，「脱炭素社会の実現に向

けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第

44 号）第３条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び

廃炉の推進に関する法律」（平成17年法律第 48号）第５条２項に規定する再処理等拠出金を，

原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費と

して計上している。 

また，再処理等拠出金には使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており，当該

拠出金については，使用済燃料再処理関連加工仮勘定に整理している。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．貸借対照表に関する注記 

  （１）担保に供している資産及び担保に係る債務 

     当社の総財産は，以下の社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。 

       社債（１年以内に償還すべき金額を含む）             396,997 百万円 
       ㈱日本政策投資銀行借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）     8,000 百万円 

 

 （２）有形固定資産の減価償却累計額                       1,381,889 百万円 

 

（３）保証債務 

 ①借入金に係る保証債務 

日本原燃㈱ 
㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務 

 
37,768百万円 

ラス・アブ・フォンタス・パワー・カンパニー 

ウリバンクからの借入金に対する保証債務 

 
13,114百万円 

アクワ・パワー・サザガン・ソーラー１ フォーリン・エンタープライ
ズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 及び 
アクワ・パワー・サザガン・ソーラー２ フォーリン・エンタープライ
ズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 

三井住友信託銀行㈱からの借入金に対する保証債務 

 

8,202百万円 

ラス・ギルタス・パワー・カンパニー 

㈱国際協力銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

 

3,958百万円 

フーイエン・ティーティーピー・ジョイント・ストック・カンパニー 
アジア開発銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

 

3,202百万円 

(同)四国まちづくり＆おもてなしプランニング 

地域総合整備資金貸付制度活用に伴う百十四銀行への連帯保証債務 

 

2,800百万円 

備前雲の上（同） 
㈱SBI新生銀行からの借入金に対する連帯保証債務 

 
2,250百万円 

備前雲の上太陽光発電（同） 
㈱SBI新生銀行からの借入金に対する連帯保証債務 

 

1,908百万円 

ブンアン２サーマルパワー･リミテッド･ライアビリティ･カンパニー 
㈱国際協力銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

 
1,496百万円 

夢前夢ふる里太陽光発電（同） 
三井住友信託銀行㈱からの借入金に対する連帯保証債務 

 

1,456百万円 

ドゥルマ・エレクトリシティ・カンパニー 
㈱三菱UFJ銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

 

1,299百万円 

夢前夢ふる里（同） 
三井住友信託銀行㈱からの借入金に対する連帯保証債務 

 

1,200百万円 

シャルジャ・ハムリヤ・インディペンデント・パワー・カンパニー 
㈱国際協力銀行ほかからの借入金に対する保証債務 

 

1,135百万円 

アル・サワディ・パワー・カンパニー 
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・ 
バンクほかからの借入金に対する保証債務 

  

 

943百万円 

 

 

  

 

 



 

 

アル・バティナ・パワー・カンパニー 
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・ 
バンクほかからの借入金に対する保証債務 

 

 

895百万円 

従業員 
従業員の持家財形制度による㈱百十四銀行ほかからの借入金に対す
る連帯保証債務 

 

1,608百万円 

計  83,241百万円 

 

 

②取引の履行に係る保証債務 

カタール国ファシリティＥガス火力発電・造水事業 
カタール電力・水会社との電力・水販売契約の履行に対する保証債務 

  
12,506百万円 

ベトナム国ブンアン２石炭火力発電事業 

㈱国際協力銀行ほかとの出資契約の履行に対する保証債務ほか 

  

3,057百万円 

ウズベキスタン国サマルカンド太陽光・蓄電事業 
ウズベキスタン国営電力卸売公社との電力販売契約の履行に対する
保証債務 

  

1,381百万円 

坂出バイオマス発電事業 

丸紅㈱との燃料売買契約の履行に対する保証債務 

  

972百万円 

アラブ首長国連邦（UAE）シャルジャ首長国ハムリヤ火力発電事業 
運転・保守会社による発電事業会社との運転・保守契約の履行に対す
る保証債務 

  

959百万円 

ウズベキスタン国クングラッド風力発電・蓄電事業 
ウズベキスタン国営送電公社との電力販売契約の履行に対する保証
債務 

  

690百万円 

計  19,568百万円 

 

 

 

（４）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

関係会社に対する長期金銭債権                   447,573 百万円 

関係会社に対する短期金銭債権                    22,836 百万円 

関係会社に対する短期金銭債務                     65,319 百万円 

 
 
（５）附帯事業に係る固定資産の金額 

     ガス供給事業      専用固定資産                 225 百万円 
                 他事業との共用固定資産の配賦額        130 百万円 
                 ガス供給事業合計額              355 百万円 

      熱供給事業       専用固定資産                  700 百万円 

  



 

 

３．損益計算書に関する注記 
 

関係会社との取引高 

関係会社との営業取引による取引高の総額             収益     45,666 百万円 

費用   229,669 百万円 

関係会社との営業取引以外の取引高の総額                   13,995 百万円 
         

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 
 

当事業年度末における自己株式の数                          2,087 千株 

 

 

５．税効果会計に関する注記 
 

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

 未払廃炉拠出金                             33,082 百万円 

 減価償却超過額                          5,363 百万円 

子会社株式に係る税効果                        4,761 百万円 

 その他                               14,649 百万円 
 

  繰延税金資産小計                          57,857 百万円 

  評価性引当額                            △ 343 百万円 
 

  繰延税金資産合計                          57,514 百万円 
 

 繰延税金負債 

      原子力発電施設解体準備金                      △ 21,737 百万円 

原子力廃止関連仮勘定                     △  7,204 百万円 

 前払年金費用                          △  6,044 百万円 

 その他                             △ 1,707 百万円 
 

 繰延税金負債合計                        △ 36,693 百万円 
 

 繰延税金資産の純額                            20,820 百万円 

 

 

 

（２）グループ通算制度の適用 

当社は，グループ通算制度を適用している。 

なお，法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については，「グルー

プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021

年 8 月 12 日）に従っている。 

  



 

 

６．関連当事者との取引に関する注記 
 

 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

（注1） 社債の償還は，四国電力送配電㈱のＩＣＢ（Inter Company Bond）の償還であり，引き受け
時には当社が発行する社債等と同様の条件で利率を決定している。 

（注2） 社債利息の受取は，四国電力送配電㈱のＩＣＢ（Inter Company Bond）に係るものである。 
（注3） 資金の貸付（長期）は，市場金利等を勘案して利率を合理的に決定している。なお，担保は

受け入れていない。 
（注4） 資金の貸付（短期）は，ＣＭＳ（キャッシュマネジメントサービス）に係るものであり，資

金が日々移動するため，取引金額は記載せずに，期末残高のみ記載している。 

 

 

７．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額                         1,566 円 84 銭 

１株当たり当期純利益                          172 円 50 銭 
（注1） １株当たり純資産額の算定上，株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式につ

いては，期末発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，当事業
年度末における当該自己株式数は196千株である。 

（注2） １株当たり当期純利益の算定上，株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式に
ついては，期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，当事業年
度における当該期中平均自己株式数は198千株である。 

 

８．連結配当規制適用会社に関する注記 

 連結配当規制を適用している。 

 

 

９．その他の注記 

（退職給付に係る連結会計処理との相違） 

当事業年度に発生した数理計算上の差異は，貸借対照表上，翌事業年度に一括計上しており，

連結計算書類における会計処理方法と異なっている。 

 

（取締役等を対象とした株式報酬制度） 

  取締役等を対象とした株式報酬制度については，連結計算書類の連結注記表（８．その他の

注記）に記載している。 

社債の償還
（注1）

25,000 
関係会社
長期投資

338,000 

社債利息の受取
（注2）

2,923 
関係会社
短期債権

860 

資金の貸付（長期）
(注3)

43,000 
関係会社
長期投資

43,000 

資金の貸付（短期）
(注4)

－
関係会社
短期債権

4,067 

利息の受取
(注3，注4)

401 
関係会社
短期債権

－

四電ビジネス㈱ 兼任1人
資金の貸付（長期）

(注3)
8,300 

関係会社
長期投資

25,686 

子会社

四国電力送配電㈱
(所有)

直接　100
兼任1人 資金貸借取引

科 目 期末残高役員の
兼任等

事業上の関係

(所有)
直接　100

取引金額

ビルの賃借、資材
の購入および産業
廃棄物処理の委託

種 類
会社等の

名称

議決権等の
所有(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
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